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事業 国土交通省事業名 一般国道一般国道１７号 高松立体 事業
たかまつりったい

主体 関東地方整備局区分

起終点 延長自：群馬県高崎市宮元町
たかさきしみやもとまち

１．６km至：群馬県高崎市並榎町
たかさきしなみえまち

事業概要
、 、 、 。一般国道１７号は 高崎市を経て 群馬県を南部に通過し 沿線都市の連携強化を図る主要幹線道路である

高松立体は、渋滞ポイントである和田橋交差点の交通混雑の解消を図るとともに、国道１７号の幹線道路とし
ての機能を確保することにより地域の活性化に大きく寄与するものである。
Ｈ１１年度事業化 Ｈ１２年度都市計画決定 Ｈ１２年度用地着手 Ｈ１２年度工事着手

Ｈ１６年度都市計画変更
全体事業費 約１２０億円 事業進捗率 ９０％ 供用済延長 １．１ km
計画交通量 ４２，４００ ～ ５６，６００ 台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 ２．０ １１/１３４億円 ３６/２６５億円 平成２１年（※１） (事業全体)

10/ 131億円 走行時間短縮便益： 34/245億円事 業 費：
0.48/2.3億円 走行費用減少便益： 1.2/ 11億円維持管理費：

交通事故減少便益：0.11/8.6億円(残事業) ３．３

感度分析の結果
事業全体及び残事業について感度分析を実施

事業全体 交通量 ：B/C=1.8～2.1（交通量 ±10％） 残事業 交通量 ：B/C=3.2～9.2（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C=1.8～2.2（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C=3.0～3.7（事業費 ±10％）

事業期間：B/C=1.8～2.1（事業期間±２年） 事業期間：B/C=3.1～3.4（事業期間±２年）

事業の効果等
(1)渋滞の緩和

・立体部の整備により、平均旅行速度が約21km/h上昇。

(2)安全性の向上

・2→1車線の減少の解消により安全性が向上。

・歩行空間の確保による安全性の向上。

関係する地方公共団体等の意見
・高崎市「新市建設計画」において、早期推進の要望あり

・県知事の意見： 高崎市内の国道17号は、県内外の交通が集中しており、和田橋交差点の渋滞解消、国道18号や国道354「

号との合流部の安全確保のためには、本事業が必要であることから、さらなるコスト縮減に努め、早期完成を目指し、事

業継続、推進されたい 」。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
周辺環境の変化（高松立体周辺では、旧高崎病院の建て替え（現国立病院機構高崎総合医療センター）や高崎市が平成2

3年4月の中核市移行を目指している中で、JT跡地に地域の医療と保健の拠点施設として医療保健センター（仮称）及び

情報と文化の拠点施設となる新図書館の建設事業を一体的に整備中 ）。

事業の進捗状況、残事業の内容等
立体部を平成２０年１月に暫定供用。一般部については、用地残件数が７件となっており、今後、調査・設計を並行して実施。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
立体部に付いては切り回し道路の撤去、歩道橋の整備を推進。一般部については早期の供用を目指し、整備を進める。

施設の構造や工法の変更等
－

事業継続対応方針
対応方針決定の理由

、 、 。以上の事業の効果及び進捗状況 事業評価監視委員会による審議を踏まえると事業の必要性 重要性は高いと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


